
古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城

岡田
茂弘

I

、
「城」
と
は
何
か

「城」
と
い
ぅ
概
念
は、
民
族
に
よ
り、
ま
た、
同
一
民
族
で
も
時
代
に 

よ
り
変
化
し
て
い
る。
中
国
文
字
学
の
基
本
的
な
古
典
で
あ
る
『説
文
解 

字』
(

後
漢
の
許
慎
撰

)
に
は
「城
は
以
っ
て
民
を
盛
る
也」
と
あ
り、
『大 

漢
和
辞
典』
(

諸
橋
轍
次
著

)
は、
「①
城
壁。
都
市
を
囲
繞
す
る
く
る
わ。 

内
側
の
も
の
を
城、
外
側
の
も
の
を
郭
と
す
る。

②
都。
国。
国
都。」
と 

す
る。
つ
ま
り

中
国
で
は
「城」
は
都
市
を
囲
む
城
壁、
城
壁
で
護
ら
れ 

た
都
市
の
意
味
で
あ
り、
城
市
の
語
も
あ
る。
市
街
地
が
城
壁
で
囲
繞
さ 

れ
る
の
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
や
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家、
中
世
イ
ス
ラ
ム 

で
も
同
様
で
あ
り、

ロ
ー
マ

帝
政
時
代
に
は
軍
団
駐
屯
地
の
城
塞
や
国
境 

の
長
城
が
構
築
さ
れ
た。
中
世

ョ
ー
ロ

ッ
バ
で
は
領
主
の
邸
宅
を
城
壁
で 

囲
ん
だC

astle

 
(

英
).chateau

 
(

仏
)

等
が
あ
り、
イ
ス
ラ
ム
都
市
の
影 

響
を
受
け
て
城
郭
都
市
も
出
現
し
た。
一方、
朝
鮮
半
島
で
は
三
国
時
代
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か
ら
多
数
の
山
城
が
築
造
さ
れ、
戦
乱
寺
の
住
民
の
避
難

.
竃
城
に
利
用
さ
れ
た。

『広
辞
苑』
(

新
村
出
編
)

は、
「城」
を
「敵
を
防
ぐ
た
め
に
築
い
た
軍
事
的
構
造
物」
と
す
る
が、
そ
の
使
用
は 

軍
事
の
み
に
限
定
で
き
ぬ
か
ら、
「城
と
は、
政
治
目
的
で
択
ば
れ
た
土
地
に
設
け
ら
れ
た
防
禦
的
構
造
物」
と
す
る 

べ
き
で、
そ
の
遺
跡
を
「城
跡」
と
判
断
す
る
基
準
は、
「防
御
的
構
造
物

=

自
由
な
出
入
を
規
制
す
る
施
設
の
遺
構 

の
存
在」
に
あ
る。

ニ、
日
本
古
代
の
城

日
本
の
古
代—
七
〜
九
世
紀
に
日
本
列
島
の
東
と
西
に
城
が
造
ら
れ
た。
『日
本
書
紀』
に
よ
る
と、
日
本
列
島
で 

の
恒
常
的
な
城
柵
の
初
見
は
大
化
三

(

六
四
七
)

年
に
越
国
(

新
潟
県
)

に
造
ら
れ
た
淳
足
柵
で、
翌
年
に
は
同
じ 

く
越
に
磐
舟
柵、
斎
明
天
皇
四

(

六
五
八
)

年
七
月
初
見
の
都
岐
沙
羅
柵
造
と
日
本
海
沿
岸
東
北
部
の
柵
が
続
き、 

蝦
夷
に
備
え
て
柵
戸
を
置
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る。
一方、
西
日
本
の
古
代
城
は
天
智
天
皇
ニ

(

六
六
三
)

年 

の
白
村
江
敗
戦
直
後
に
唐

•
新
羅
軍
の
侵
攻
に
備
え
て
同
三

(

六
六
四
)

年
対
馬
嶋
•

春
岐
嶋
•

筑
紫
国
等
に
防
人
. 

烽
を
置
き、
筑
紫
国

(

福
岡
県
)

に
水
城
を
築
い
た
の
が
嚆
矢
で、
翌
年
長
門
国

(

山
口
県
)、

筑
紫
国
の
大
野
城

. 

基肄
(

橡
)

城
(

福岡

•
佐賀県

)
を亡命百済官人の指導で築城し、
同六

(

六六七

)
年
倭国

(

奈良県

) 

に
高
安
城、
讃
岐
国

(

香
川
県
)

山
田
郡
に
屋
島
城、
対
馬
国
に
金
田
城
を
築
城、
さ
ら
に
同
九
年

(

六
七
〇
)

に
長 

門
国
に
一
城、
筑
紫
国
に
ニ
城
が
築
か
れ
た。
ま
た、
史
書
に
築
城
年
代
の
記
載
を
欠
く
が、
こ
の
頃
に
大
津
京
の
在
っ 

た
近
江
国
(

滋
賀
県
)

に
三
尾
城、
備
後
国

(

広
島
県
)

に
茨
城
•

常
城、
大
宰
府
管
内
に
三
野
城

•
稲
積
城
等
が
築 

か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。
肥
後
国

(

熊
本
県
)

の
鞠
智
城
も
そ
の
一
つ
で
あ
る。
天
武
天
皇
八

(

六
七
九
)

年
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に
は
難
波
京
に
羅
城
が
設
け
ら
れ
た。

八
世
紀
に
入
る
と、
西
日
本
で
は
城
の
修
理
と
停
廃
が
行
な
わ
れ、
新
規
築
城
は
神
護
景
雲
ニ

(

七
六
八
)

年
完
成 

の
筑
前
国
(

福
岡
県
)

の
怡
土
城
の
他、
大 

宝ニ
(

七〇ニ

)
年 

唱
更(=

薩
摩
)

国
(

鹿 

児島県

)
に国司の 

奏
言
で
建
て
ら
れ
た 

柵
が
あ
る
に
過
ぎ
な 

い。
こ
れ
に
対
し
て 

東
北
日
本
で
は、
和 

銅ニ
(

七〇九

)
年 

初
見
の

{±11
现
棚
と
天 

平五
(

七三三

)
年 

移
転
後
の
秋
田
城、

養老五

(
七ニー

)

年前後に陸奥国 
、

(
宮城県

)
に相次 

一  
朝

扶

図

城本日るえ見
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い
で
建
設
さ
れ
た
多
賀
柵
と
玉
造
柵
等
五
柵、
天
平
宝
字
三

(

七
五
九
)

年
造
営
の
陸
奥
国

(

宮
城
県
)

の
桃
生
柵
(

城
)、 

同
年
出
羽
国
(

秋
田
県
)

の
雄
勝
柵
(

城
)、神

護
景
雲
元

(

七
六
七
)

年
の
陸
奥
国
の
伊
治
城、宝
亀
一
一

(

七
八
〇
) 

年
造
営
の
陸
奥
国
覚
鼈
城
が
相
次
い
で
造
営
さ
れ、
九
世
紀
初
め
に
は
北
上
川
中
流
域
の
陸
奥
国

(

岩
手
県
)

内
に 

胆
沢
城
•

志
波
城、
弘
仁
四

(

八
ニ
ニ
)

年
頃
に
志
波
城
を
遷
し
て
徳
丹
城
が
造
ら
れ
た。

(

第
一
図
)

東
北
日
本
の
城
柵
は、七
世
紀
〜
八
世
紀
中
葉
に
は
「柵」
と
書
か
れ、西
日
本
の
そ
れ
は
「城」
と
書
か
れ
て
い
る。 

そ
れ
以
降
に
は
東
西
と
も
に
「城」
と
記
さ
れ
る
が、造
営
の
表
現
で
は
西
日
本
の
「城」
は
例
外
な
く
「築
城」
で
あ
り、 

東
北
日
本
の
多
く
は
「造
城

(

柵
)

」
あ
る
い
は
「作
城

(

柵
)

」
で
あ
っ
て、
「築
城」
と
記
載
さ
れ
た
例
は
皆
無
で
あ
る。 

ま
た、
造
営
に
関
す
る
官
職
名
も
天
平
神
護
元

(

七
六
五
)

年
大
宰
大

E
佐
伯
今
毛
人
が
「
_
怡
土
城
専
知
官j

に 

任
命
さ
れ
た
の
に
対
し
て、
延
暦
二
十
一

(

八
〇
ニ
)

年
坂
上
田
村
麻
呂
は

「 M

陸
奥
国
胆
沢
城
使」
を
命
じ
ら
れ
て 

お
り、
性
格
の
相
違
を
示
し
て
い
る。
ま
た、
東
北
日
本
の
城
柵
に
は
七
世
紀
中
葉
か
ら
「柵
造
」

•
「柵
判
官
」、 

八
世
紀
以
降
の
出
羽
柵

.
多
賀
柵
•

秋
田
城
等
で
国
司、
胆
沢
城
で
の
鎮
守
府
官
人
の
常
駐
が
史
料
か
ら
窺
え
る
と
と 

も
に
城
柵
遺
跡
の
中
央
部
に
政
庁
跡
の
遺
構
が
存
在
す
る
が、
西
日
本
の
城
で
は
築
城

•
修
理
時
以
外
に
は
官
人
常
駐 

の
記
事
は
無
く、
倉
庫
の
遺
構
群
は
あ
る
が
政
庁
跡
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず、
古
代
城
の
東
西
の
差
違
を
物
語
っ
て
い 

る
(

註
一
)。

三、
神
籠
石
系
山
城
と
朝
鮮
式
山
城

近
畿
地
方
か
ら
九
州
地
方
北
半
部
に
か
け
て
分
布
す
る
古
代
山
城
跡
は、
神
籠
石
系
山
城
と
朝
鮮
式
山
城
と
に
大 

別
さ
れ
て
い
る。
朝
鮮
式
山
城
と
は、
史
書
に
城
名

•
築
城
年
代
が
明
記
さ
れ
る
七
世
紀
後
半
の
山
城
で、
百
済
の
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亡
命
官
人
が
築
城
の
指
導
に
当
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ、
朝
鮮
半
島
の 

三
国
時
代
の
山
城
に
形
態

•
構
造
が
類
似
す
る
も
の
で
あ
る

◊
大
宰 

府
の
北
と
南
に
あ
る
大
野
城

•
基
肄
城
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る。
神 

籠
石
系
山
城
は、
兵
庫
県
以
西
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
か
ら
九
州
北
部 

に
分
布
す
る
史
書
に
記
載
の
無
い
古
代
山
城
跡
で、
明
治
三
十
一 

(
一
八
九
八
)

年
に
筑
後
国
(

福
岡
県
)

久
留
米
市
の
延
喜
式
内
大 

社
高
良
山
玉
垂
神
社
境
内
に
あ
る
「神
籠
石
」
と
呼
ば
れ
る
切
石 

列
の
存
在
が
学
会
に
報
告
さ
れ、
そ
の
性
格
を
巡
っ
て
霊
域
説
と
古 

代
山
城
説
が
対
立、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
論
争
さ
れ、 

類
例
が
各
地
で
報
告
さ
れ
た。
今
日
で
は
古
代
山
城
跡
と
認
識
さ
れ 

て
い
る
が、
築
造
年
代
で
は
六
世
紀
説
か
ら
一
〇
世
紀
説
ま
で、
築 

造
者
も
大
和
国
家
説

•
地
方
豪
族
説
•

朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
説 

等、
多
様
な
論
が
提
起
さ
れ
た

(

註
ニ
)。

現
在
で
は、
西
日
本
の
各
地
で
史
書
に
は
記
載
の
な
い
列
石

.
石 

塁
.

水
門
の
遺
構
を
有
す
る
古
代
山
城
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り、
そ 

の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
使
用
年
代
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
と
認 

定
さ
れ
る
の
で、
朝
鮮
式
山
城
と
年
代
的
に
大
差
は
無
い。
大
野
城 

跡
.

基
肄
城
跡
と
南
北
の
高
い
山
上
に
代
表
的
朝
鮮
式
山
城
が
あ
る
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大
宰
府
地
区
で
も、東
方
の
宮
地
岳

(

標
高
三
三
九
メ
ー
ト
ル

)
で
近
年
無
名
の
古
代
山
城
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る。

(

第 

三
図
)こ

れ
ら
の
西
日
本
の
古
代
山
城
は
立
地
や
構
造
に
よ
っ
て
様
々
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が、
大
観
す
る
と
国
府

•
郡 

家
等
の
古
代
官
衙
跡
の
近
く
に
所
在
し、
朝
鮮
半
島
の
山
城
と
同
様
に、
そ
の
多
く
は
戦
乱
時
に
地
域
の
官
人

•
住
民 

が
避
難
す
る
「逃
げ
込
み
城」
と
し
て
の
機
能
を
想
定
し
て
築
城
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る。

四、
古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城

鞠
智
城
は、
築
造
年
代
こ
そ
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が、
文
武
ニ

(

六
九
八
)

年
の
大
野
城

•
基
肄
城
と
と 

も
に
繕
治
さ
れ
た
こ
と
が
『続
日
本
紀』
に
見
え、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
遺
物
の
年
代
等
か
ら
大
野
城
跡
と
同
年 

代
の
築
造
が
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら、
朝
鮮
式
山
城
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る。
近
年、
鞠
智
城
跡
の
貯
水
池
跡 

か
ら
百
済
舶
載
と
推
定
さ
れ
る
小
仏
像
が
出
土
し
た
こ
と
も、
造
営
へ
の
百
済
亡
命
官
人
の
関
与
を
暗
示
す
る
と
考
え 

ら
れ
る。
城
郭
施
設
に
つ
い
て
は、
古
代
山
城
跡
で
は
山
の
尾
根
線
上
に
土
塁
が
築
か
れ、
谷
を
通
過
す
る
と
こ
ろ
で 

は
石
垣
が
築
か
れ
て、
各
所
に
石
垣
を
伴
う
城
門
や
城
内
の
水
を
排
出
す
る
水
門
が
設
備
さ
れ
て
お
り、
大
野
城
跡
で 

は
北
に
開
い
た
谷
を
閉
塞
す
る
百
間
石
垣
の
と
こ
ろ
に
北
城
門
跡
が
あ
り、
南
部
に
太
宰
府
ロ

•
坂
本
ロ
•

水
城
ロ
の 

三
ヶ
所
の
城
門
跡
が
あ
っ
て、
お
の
お
の
山
麓
の
大
宰
府
政
庁
や
水
城
等
に
対
応
し
て
い
る。
ま
た、
西
北
部
の
屯
水 

石
垣
で
は
水
門
跡
も
発
見
さ
れ
て
い
る

(

第
四
図
)。

基
肄
城
跡
で
も
北
門

•
東
北
門
•

東
南
門
•

南
門
の
遺
構
が
知 

ら
れ
て
お
り、
南
門
に
は
石
垣
を
伴
う
大
規
模
な
水
門
跡
が
あ
る。
鞠
智
城
跡
で
も
顕
著
な
石
垣
は
な
い
も
の
の
地
山 

削
り
出
し
や
部
分
版
築
の
土
塁
が
巡
り、
東

.
西
•

南
の
三
ヶ
所
で
城
門
に
伴
う
門
礎
が
知
ら
れ
て
お
り、
北
に
大
き
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(石松好雄•桑原吾郎『古代日本を発掘する4太宰府と多賀城』 
1985年岩波軎店12図）
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く
開
い
た
谷
に
も
門
礎
こ
そ
未
発
見
な
が
ら
北
門
跡
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る。
鞠
智
城
の
西
門
に
あ
た
る
池
ノ
尾
門
礎 

附
近
で
は
石
積
を
伴
ぅ
水
門
跡
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り、
大
野
城

.
基
肄
城
と
同
様
の
構
成
を
も
つ
こ
と
が
知
ら 

れ
る。
城
内
の
施
設
と
し
て
も

' 
大
野
城
跡
で
は
創
建
期
の
掘
立
柱
構
造
の
建
物
跡
少
数
を
除
き
大
部
分
が
総
柱
構
造 

の
礎
石
建
物
跡
で
あ
り、
倉
庫
と
し
て
の
使
用
が
推
定
さ
れ
て
い
る。
基
肄
城
跡
で
も
多
数
の
礎
石
建
の
倉
庫
跡
群
が 

点
在
す
る。
鞠
智
城
跡
で
も
長
者
山
を
含
む
長
者
原
地
区
や
上
原
地
区
で
掘
立
柱
建
物
や
礎
石
建
物
の
倉
庫
跡
が
多
数 

発
見
さ
れ
て
お
り、
炭
化
米
の
出
土
か
ら
『文
徳
実
録』
天
安
二

(

八
五
八
)

年
五
月
の
条
に
見
え
る
「菊
地
城
の
不 

動
倉
十
一
宇
火
く」
の
記
事
を
裏
付
け
て
い
る。
こ
の
よ
ぅ
に
鞠
智
城
は
大
野
城
な
ど
の
古
代
山
城
と
基
本
的
に
同
じ 

構
成
を
持
つ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

一
方
で
は、
鞠
智
城
跡
に
他
の
古
代
山
城
跡
と
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い。

①
そ
の
立
地
を
見
る 

と、
神
籠
石
系
山
城
跡
を
含
め
て
一
般
の
古
代
山
城
跡
の
多
く
が、
玄
界
灘

•
瀬
戸
内
海
.

有
明
海
に
面
す
る
高
い
山 

に
立
地
す
る
に
対
し
て、
鞠
智
城
跡
は
海
か
ら
離
れ
た
内
陸
に
位
置
す
る。
大
野
城
跡

•
基
肄
城
跡
や
福
岡
県
朝
倉
市 

に
あ
る
把
木
神
籠
石
も
内
陸
部
に
位
置
す
る
が
太
宰
府
と
の
関
係、
後
者
は
斎
明
天
皇
の
朝
會
宮
と
の
関
係
で
内
陸
に 

位
置
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。
し
か
し、
鞠
智
城
跡
の
近
く
に
は
有
力
な
官
衙
施
設
跡
が
見
ら
れ
な
い。
強
い 

て
挙
げ
れ
ば
南
方
約
三

•
五
キ
ロ
に
あ
つ
て
肥
後
国
菊
池
郡
家
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
西
寺
遺
跡
が
あ
る
が、
古
代
国 

家
が
直
接
造
営

•
管
理
し
た
山
城
が
郡
家
に
付
随
す
る
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る。

②
城
の
選
地
に
つ
い
て
も、
古 

代
山
城
の
多
く
は
標
高
三
百
メ
ー
卜
ル
前
後
の
山
上
か
ら
谷
を
取
り
込
む
下
り
尾
根
と
急
斜
面
の
地
形
に
あ
る
が、
鞠 

智
城
跡
は
最
高
所
で
も
標
高
一
六
九
メ
！
ト
ル、
谷
ロ
の
最
低
所
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
と
平
均
一
四
〇
メ
ー
ト
ル 

前
後
の
比
較
的
平
坦
な
台
地
上
に
立
地
し
て
い
る。

③
城
内
に
あ
る
建
物
遺
構
に
つ
い
て
は、
鞠
智
城
跡
で
は
発
掘
調
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査
さ
れ
た
長
者
原
地
区
を
中
心
と
し
て
長
者
山
地
区

.
上
原
地
区
を
一
部
含
む
地
域
か
ら
七
ニ
棟
の
建
物
跡
が
発
見
さ 

れ
て
お
り、
規
模
構
造
が
判
明
し
て
い
る
建
物
の
ぅ
ち、
倉
と
考
え
ら
れ
る
総
柱
建
の
礎
石
建
物
跡
ニ
ニ
棟

(

ぅ
ち
ニ 

棟
は
周
囲
に
掘
立
柱
列
を
有
す
る

)
に
対
し
て
掘
立
柱
建
の
総
柱
建
物
跡
は
一
〇
棟
を
数
え
る。
大
野
城
跡
に
較
べ
て 

掘
立
柱
の
総
柱
建
物
の
数
が
多
い。
さ
ら
に
官
庁
舍
と
考
え
ら
れ
る
側
柱
だ
け
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
ニ
六
楝
も
あ
る。 

「屋」
に
穎
稲
を
貯
蔵
す
る
こ
と
は
『正
倉
院
文
書』
に
あ
る
天
平
九

(

七
三
七
)

年
の
和
泉
監
正
税
帳

(

註
三
) 

等
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が、
鞠
智
城
跡
で
は
棟
数
が
多
く、
か
つ
床
面
積
の
大
き
い
建
物
も
あ
っ
て、
す
べて 

を
穀
物
を
貯
蔵
す
る
屋
や
倉
の
管
理
棟
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る。
し
か
も、
中
に
は
兵
舎
か
と
推
定
さ
れ
る
桁 

行
|

〇間

X

梁
行
三
間
の
長
大
な
掘
立
柱
建
物
跡
も
見
ら
れ
る。
さ
ら
に、
鞠
智
城
跡
内
の
長
者
原
地
区
と
上
原
地
区 

の
境
付
近
で
は
複
数
の
南
北
棟
と
東
西
棟
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
「コ」
字
形
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
建
物 

群
が
あ
る。
「コ」
字
形
配
置
の
建
物
群
は
律
令
古
代
の
国
府

.
郡
家
の
政
庁
に
見
ら
れ
る
建
物
配
置
で
あ
る。
そ
の 

ほ
か、
各
ニ
時
期
の
造
替
あ
る
ニ
棟
の
八
角
形
平
面
の
掘
立
柱
建
物
跡
は、
鞠
智
城
跡
以
外
の
古
代
山
城
で
は
類
例
を 

見
な
い。
城
内
施
設
の
多
様
性
は
鞠
智
城
跡
の
特
色
で
あ
り、
城
内
に
比
較
的
平
坦
な
台
地
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と 

と
と
も
に、
多
様
な
官
衙
施
設
を
設
置
す
る
た
め
に
鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た、
乃
至
は
官
衙
施
設
を
建
設
す
る
た
め
に 

改
修
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る。

五、
鞠
智
城
と
古
代
官
道

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
東
北
日
本
に
分
布
す
る
古
代
城
柵
跡
で
あ
る。
東
北
日
本
の
古
代
城
柵
跡
は、
七
世
紀
後 

半
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
宮
城
県
仙
台
市
太
白
区

0-
郡
山
遺
跡
1
期
官
衙
跡
か
ら、
八
世
紀
初
頭
の
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郡
山

遺
跡
n
期
官
衙
跡
•

名

生
館
遺
跡 

桃
生
城
跡、
八
世
紀
後
葉
の
伊
治
城
跡、 

九
世
紀
初
頭
の
胆
沢
城
跡

.
志
波
城
跡 

と
こ
の
時
期
に
移
転
し
た
雄
勝
城
跡
と 

推
定
さ
れ
る
払
田
柵
遺
跡、
九
世
紀
前 

葉
の
徳
丹
城
跡
な
ど
数
多
く
の
城
柵
跡 

が
発
掘
調
査
さ
れ
て、
立
地
や
規
模

. 

遺
構
の
状
況
が
判
明
し
て
い
る。
こ
れ 

等
東
北
日
本
の
古
代
城
柵
跡
は、
平
坦 

地
あ
る
い
は
比
高
数
十
メ
ー
ト
ル
の
台 

地
上
に
立
地
し、
高
い
丘
陵
地
に
あ
つ 

て
も
高
さ
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と 

は
無
い。
そ
の
外
郭
施
設
は
材
木
列
塀

. 

築
地
塀
(

一
部
に
石
塁
を
含
む

)
•

土 

塁
と
多
様
で
あ
る
が、
城
内
中
央
部
に 

「コ
」
な
い
し
「ロ」

字
形
に
建
物
群
を 

配
置
し
た
平
面
長
方
形
の
政
庁
域
を 

有
す
る
点
は
共
通
し
て
い
る。
曹
司
や

m
期
遺
構、
八
世
紀
前
葉
造
営
の
多
賀
城
跡

.
秋
田
城
跡、
八
世
紀
中
葉
の
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兵
舎
と
推
定
さ
れ
る
掘
立
柱
建
物
跡
が
倉
庫
跡
と
と
も
に
発
見
さ
れ
て
い
る

(

第
五
図
)。

郡
山
遺
跡

I
期
官
衙
跡
の 

よ
ぅ
に
初
期
の
城
柵
に
は
政
庁
域
の
近
く
に
倉
庫
群
を
配
置
す
る
例
が
認
め
ら
れ
る
が、
全
時
代
を
通
じ
て
城
内
で
倉 

庫
群
が
卓
越
す
る
こ
と
は
無
い

(

註
四
)。

東
北
日
本
の
古
代
城
柵
は、
律
令
国
家
の
辺
境
統
治
に
閨
わ
る
国
府
自
体 

や
鎮
守
府
な
ど
の
国
家
的
な
統
治
機
能
を
も
っ
た
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
東
北
日
本
の
古
代
城
柵
に
類 

似
す
る
施
設
を
有
す
る
鞠
智
城
跡
は、
西
日
本
に
分
布
す
る
他
の
古
代
山
城
と
は
異
な
り、
単
に
戦
乱
時
を
想
定
し
た 

避
難
場
所
で
は
な
く、
よ
り
積
極
的
な
機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い。
付
与
さ
れ
た
機
能
と
は
何 

で
あ
ろ
ぅ
か
？

鞠
智
城
跡
は、
古
代
肥
後
国
府
と
推
定
さ
れ
る
託
麻
国
府

(

熊
本
市
)

と
離
れ
て
い
る
上、
延
喜
式
に
記
載
さ
れ
た 

九
州
地
方
の
諸
駅
を
結
ぶ
官
道—
西
海
道

(

註
五
)

か
ら
も
逸
れ
て
い
る
た
め、
従
来
そ
の
性
格
が
明
ら
か
で
な
か
っ 

た。
歴
史
地
理
学
者
の
木
下
良
は、
福
岡

•
佐
賀
•

山
ロ
•

滋
賀
の
諸
県
に
あ
る
「車
路
」

•
「車
地
」
地
名
の
ほ
と 

ん
ど
が
駅
路
通
過
地
に
あ
る
こ
と
か
ら、
「車
路」
地
名
が
古
代
官
道
の
遺
称
で
あ
る
と
提
唱
し
た。
さ
ら
に
熊
本
県 

菊
池
市
大
字
吉
富
字
車
地
が
延
喜
式
に
よ
る
西
海
道
の
ル
ー
ト
と
は
異
な
り、
肥
後
国
府
と
鞠
智
城
跡
を
結
ぶ
近
世
の 

菊
池
街
道
に
あ
る
た
め、
鞠
智
城
へ
の
軍
用
道
路
と
解
釈
し
た

(

註
六
)。

こ
れ
を
受
け
て
鶴
嶋
俊
彦
も、
「車
路」
関 

係
地
名
を
調
査
し、
山
鹿
市
大
字
鍋
田
字
車
路

•
同
大
字
中
字
車
地

•
菊
池
市
大
字
出
田
字
車
地

•
南
車
地
•

同
大
字 

野
間
田
字
車
町

•
同
大
字
西
寺
字
車
町
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら、
筑
後

•
肥
後
の
国
境
に
あ
っ
た
大
水
駅
か
ら
東
行
し 

て
鞠
智
城
の
南
方
を
通
過
し、
肥
後
国
府
の
北
側
に
位
置
す
る
蚕
養
駅
に
至
る
延
喜
式
に
見
え
る
西
海
道
ル
ー
ト
よ
り 

古
い
駅
路
の
可
能
性
を
指
摘
し
た

(

註
七
)。

さ
ら
に
鶴
嶋
は
肥
後
国
北
部
の
旧
山
鹿
郡

•
菊
池
郡
•

合
志
郡
•

山
本
郡
. 

飽
田
郡
域
を
精
査
し
て、
延
喜
式
駅
路
と
異
な
る
駅
路
を
「車
路

J
と
呼
び、
筑
後
国
境
か
ら
肥
後
国
府
に
至
る
に
至
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る
車
路
西
海
道
本
路
と、

 

鞠
智
城
南
方
か
ら
分
岐
し

 

て
豊
後
を
抜
け
て
日
向
国

 

に
至
る
車
路
豊
肥
支
路

 

を
「車
路」
旧
地
名
や
発

 

掘
さ
れ
た
道
路
遺
構

•
道 

路
と
推
定
さ
れ
る
帯
状
凹

 

地
の
存
在
か
ら
推
定
し
た

 

(

註
八
)。

こ
れ
等
の
道
路

 

復
原
が
正
鵠
を
射
て
い
る

 

な
ら、
鞠
智
城
は
南
九
州

 

の
西
海
道
東
西
両
ル
ー
卜

 

の
結
節
点
に
位
置
す
る
こ

 

と
と
な
る。
(

第
六
図
)

南
九
州
が
東
の
日
向

. 

大
隅
両
国
と
西
の
薩
摩
国

 

に
分
か
れ
る
こ
と
は
知
ら

-3
 

^
喜—延

T)
 

■
編
2

肩

 ̂

車
-*
|

内原に 
国
{

図 

後
編
»19
 

肥
鍫 

と歴粹 
城本良

智
rB
t

鞠
{

木

れ
て
い
る
が、
大
隅
国
は
和
銅
六

(

七
一
三
)

年
に
日
向
国
の
四
郡
を
割
い
て
建
国
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、
薩
摩
国
は
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大
宝
ニ
(

七
〇
ニ
)

年
七
月
の
薩
摩

•
多
祢
征
討
以
降
の
成
立
で
あ
っ
て、
鞠
智
城
築
造
時
は
も
と
よ
り
鞠
智
城
の
名

 

が
史
料
に
初
見
す
る
文
武
天
皇
ニ

(

六
九
八
)

年
に
も
両
国
は
存
在
せ
ず、
隼
人
の
居
住
地
域
で
あ
っ
た。
「太
宰
府

 

を
し
て
大
野
.

基
肄
•

鞠
智
の
三
城
を
繕
治
は
し
む」
と
『続
日
本
紀』
に
記
さ
れ
た
文
武
天
皇
ニ

(

六
九
八
)

年
五
 

月
の
直
前
に
文
忌
寸
博
士

 

•

刑
部
真
木
ら
八
人
が
覓
国
使
と
し
て
南
西
諸
島
に
武
器
を
携
行
し
て
派
遣
さ
れ
た
記
事

(

註 

九
)

が
見
え
る。
翌
年
七
月
に
南
西
諸
島
の
多
祢

•
夜
久
•

奄
美
•

度
感
等
の
人
々
が
朝
貢
す
る
成
果
を
挙
げ、
同

 

一
一
月
に
使
節
は
帰
朝
し
た
が、
派
遣
中
に
後
の
薩
摩

•
大
隅
国
に
当
る
地
域
の
隼
人
の
首
領
等
か
ら
脅
迫
さ
れ
た
こ

 

と
が
史
料
に
見
え
る

(

註
一
〇
)

か
ら、
平
和
な
使
節
で
は
な
か
っ
た。
史
料
に
初
見
す
る
「鞠
智
城
の
繕
治」
は
南

 

九
州
で
の
不
測
の
事
態
に
備
え
た
も
の
と
推
測
で
き
る。
す
な
わ
ち、
鞠
智
城
は
初
期
に
は
南
九
州
の
統
治
に
関
わ
る

 

大
宰
府
の
出
先
的
な
機
能
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る。

註一

青
木
和
夫
•

岡
田
茂
弘
編
『古
代
を
考
え
る
多
賀
城
と
古
代
東
北』
ニ
〇
〇
六
年
吉
川
弘
文
館。

註
ニ
小
田
富
士
雄
編
『日
本
城
郭
史
研
究
叢
書
一
〇

北
九
州
瀬
戸
内
の
古
代
山
城』
一
九
八
三
年
名
著
出
版。

註
三
「和
泉
監
正
税
帳」
竹
内
理
三
編
『寧
楽
遺
文』
上
巻
一
九
四
ニ
年
東
京
堂。

註
四
註
一
に
同
じ。

註
五
『延
喜
兵
部
省
式』
諸
国
驛
傳
馬
条。

註
六
木
下
良

rr

車
路」
考」
『歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究』
一
九
七
八
年
大
明
堂。

註
七
鶴
嶋
俊
彦
「古
代
肥
後
国
の
交
通
路
に
つ
い
て
の
考
察」
『地
理
学
研
究』
九
号
一
九
七
九
年
駒
澤
大

 

学
大
学
院
地
理
学
学
生
研
究
室。
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註
八
鶴
嶋
俊
彦
「肥
後
国
北
部
の
古
代
官
道」
『古
代
交
通
研
究』
七
号
一
九
九
七
年
古
代
交
通
研
究
会。

 

註
九
『続
日
本
紀』
卷
第
一
文
武
天
皇
ニ
年
夏
四
月
壬
寅
条。

註一

〇
『続
日
本
紀』
卷
第

I  
文
武
天
皇
四
年
六
月
庚
辰
条。
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